
 

令和 7 年 12 月 26 日 

 

農 林 水 産 省 

経 営 局 

 

家族経営協定締結農家数について 

 

 本調査は、令和７年３月 31 日現在の家族経営協定締結農家数（普及指導センター等が

把握している家族経営協定を文書により締結している農家数）について、都道府県の協

力により、就農・女性課がとりまとめたものである。 

 

 

 １ 家族経営協定締結農家数 

 令和７年３月 31 日現在の締結農家数は全国で 59,731 戸となり、前年（令和６年

３月 31 日現在）に比べ 144 戸（0.2％）増加した。 

なお、令和６年度中の新規の締結農家数は 1,451 戸であり、前年（令和６年３月 31

日現在）に比べ 28 戸（2.0％）増加した。 

 

 

 

注．各年とも 3 月 31 日現在。 
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 ２ 都道府県別締結農家数 

 都道府県別にみると、北海道（5,123 戸)、栃木（4,149 戸）、熊本（3,578 戸）、

長野（3,271 戸）、茨城（2,892 戸）の順で締結農家数が多い。 

     前年からの増加数をみると、愛知（85 戸、4.5％増）、栃木（81 戸、2.0％増）、

宮崎（40 戸、1.8％増）、茨城（35 戸、1.2％増）、東京（31 戸、5.8％増）、兵庫

（31 戸、15.6％増）の順に多くなっている。 

 

 ３ 家族経営協定の取決め内容、締結の理由、締結の支援先 

ワークライフバランスの推進及び協定を締結するに当たっての視点や動向等を把握

・分析する観点から、以下の内容について調査を実施した。 

 

（１）家族経営協定の取決め内容（複数回答） 

       令和６年度中に締結した協定（新規締結又は内容の見直し等により再締結した

もの。以下同じ。）の取決め内容として多かったものは、「労働時間・休日」（95.4

％）、「農業経営の方針決定」（93.3％）、「農業面の役割分担（作業分担、簿

記記帳等）」（88.1％）、「労働報酬（日給・月給）」（74.1％）などとなって

いる。 

 

取決め内容 令和６年度 

労働時間・休日 95.4％ 

農業経営の方針決定 93.3％ 

農業面の役割分担（作業分担、簿記記帳等） 88.1％ 

労働報酬（日給・月給） 74.1％ 

収益の配分（日給・月給以外の利益の分配） 67.4％ 

経営移譲（継承を含む） 54.3％ 

労働衛生・健康管理 50.0％ 

生活面の役割分担（家事、育児、介護） 46.8％ 

 

  



 

 

（２）締結の理由（複数回答） 

       令和６年度中に締結した協定の締結理由として多かったものは、「新規認定農

業者制度・認定農業者制度の共同申請のため」（23.7％）、「親世代からの経営

継承のため（経営主の世代交代）」（20.9％）などとなっている。 

 

締結の理由 令和６年度 

新規認定農業者制度・認定農業者制度の共同申請のた

め 
23.7％ 

親世代からの経営継承のため（経営主の世代交代） 20.9％ 

新規就農（結婚就農、前職退職等を含む） 16.3％ 

経営発展支援事業活用のため 13.3％ 

就農準備資金・経営開始資金（旧農業次世代人材投資

資金）活用のため 
11.5％ 

   

 

（３）締結の主な支援先等（複数回答） 

       令和６年度中に締結した協定の締結時の主な支援先等として多かったものは、

「市役所職員」（70.0％）、「普及指導員等（都道府県）」（30.0％）、「農業

委員」（23.6％）などとなっている。 

 

主な支援先等 令和６年度 

市役所職員 70.0％ 

普及指導員等（都道府県） 30.0％ 

農業委員 23.6％ 

JA 指導員等 16.4％ 

農業者等（先に締結した同業者） 1.8％ 

 

 【本内容に関する問合せ先】 

   経営局就農・女性課女性活躍推進室 

   伊藤・須藤 

  03-3502-6600（直通） 

 



 

 


